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新入会員を募集中！！新入会員を募集中！！
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そんな経営者の皆様を
支援する全国組織、それが法人会です。
随時、新入会員を募集しておりますので、
ぜひ、お知り合いの企業がございましたら、
ご紹介お願いいたします。

そんな経営者の皆様を
支援する全国組織、それが法人会です。
随時、新入会員を募集しておりますので、
ぜひ、お知り合いの企業がございましたら、
ご紹介お願いいたします。

郡山法人会事務局（ＴＥＬ：０２４－９３３－７７７７）
詳しくはホームページで！
郡山法人会事務局（ＴＥＬ：０２４－９３３－７７７７）
詳しくはホームページで！



年末調整説明会での説明事項は、
国税庁ホームページで確認できます！

税務署ニュース

国税庁ホームページにおいて、年末調整に関する各種情報を掲載しています。
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東北税理士会郡山支部
税理士 木村 卓美

税のミニ通信

　平成29年4月からと1年半延期されましたが、本年10月は当初予定では消費税が
10%になっていた時期でした。力関係で中小企業等が増加分の消費税を負担することに
なってしまわぬよう消費税法とは別建てで“消費税転嫁対策特別措置法”が施行されて
おり、その適用期限も平成30年9月30日までとやはり1年半延長されています。8%にア
ップした26年4月からは1年半経っていますので、理解も進んでいるものとは思われます
が、“際どい”と思われる要求があったという話も無きにしも非ず。報道も下火になってい
ますが、依然公正取引委員会では全国で説明会を開催していますし、ある意味みせしめ
の「悪質な事例について社名の公表」も大手中心ではありますが26年4月を皮切りに今
夏27年7月までコンスタントに行われています。27年6月10日までの東北地区の調査着
手件数118件、うち立入検査43件、処理としては勧告2件、指導56件で勧告2件は実名
公表。経営もコンプライアンスの時代、悪評が業績悪化に直結しますので、中小企業でも自らが中小企業等からの
“買い手”となる場合要注意です。
　購買担当は仕入や外注の価格を低く抑えれば“手柄”ですので“価格交渉”が行われるのが日常ではあります
が、消費税の転嫁は粛々と行われなければなりません。そもそも上層部の理解だけで上意下達が不十分だったり、
また制度導入時に理解を進めた企業も、購買担当が変わった際にNG事項の引継ぎがなかった、などということの
生じない社内体制づくりが肝要、以下「転嫁拒否等」に絞って掲げます。

第1消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
　1. 特定事業者の遵守事項（特定事業者は特定供給事業者に対し、次の行為を行ってはならない。）
　　（1） 減額・買いたたき　　（2） 商品購入、役務利用又は利益提供の要請
　　（3） 本体価格での交渉の拒否　　（4） 報復行為
　（2）はバーター取引の要求ですのでそれ以外について具体的に中小企業庁のホームページより引用すると

「減額」、「買いたたき」として問題となる具体例
〈減額〉
×消費税分を支払わないこと。
×売り手と本体価格に消費税分を上乗せする契約をしていたのに、実際に支払う段階になって消費税分を下げる。
〈買いたたき〉
×原材料費は変わらないのに、新しい税率の消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に対し
て指定する。

「減額」、「買いたたき」とはならないケース
◯商品に問題がある場合や、納期に遅れた場合等、特定供給事業者（売り手）に責任があるために、相当と認めら
れる金額の範囲内で取引価格を下げる場合など。
◯特定事業者（買い手）からの大量発注、特定事業者（買い手）と特定供給事業者（売り手）による商品の共同配送、
原材料の共同購入等により、特定供給事業者（売り手）にもコスト削減効果が生じていることから、双方の自由
な価格交渉の結果、当該コスト削減効果を対価に反映させる場合など。

「本体価格（税抜価格）での交渉の拒否」として問題となる具体例
×売り手が提出した「本体価格と消費税額を別々に記載した見積書等」を買い手が拒み、消費税額を加えた総額
のみを記載した見積書等を再度提出させる。

×買い手が消費税額を加えた総額しか記載できない見積書等の様式を定めて、売り手にその様式の使用を余儀
なくさせる。

報復行為
特定供給事業者（売り手）が公正取引委員会等に対して、その事実を知らせたことを理由として、取引数量の削減
や取引停止、その他の不利益な取扱いをすることを禁止します。

今更ながらの消費税転嫁対策特別措置法
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郡山法人会「田村支部、三春支部、小野支部合同講演会」開催郡山法人会「田村支部、三春支部、小野支部合同講演会」開催
　１０月２０日、田村支部・三春支部・小野支部の合同講演会をウェディングプラザ丸美（田村市）に
て、とうほう地域総合研究所理事長の阿部隆彦氏を迎え、「ふくしまの経済と産業」と題し講演会を
開催した。
　福島県の人口動向、経済及び産業の現状を分かりやすく説明し、会員はじめ一般聴講者約１２０
名は熱心に聞き入っていた。
　「福島県は首都圏へのアクセスに優れ、豊富な森林資源・水資源など、恵まれた環境にあり、まだ
まだ伸びる県である。」と語り、最後に「人口減少をくい止める努力、高付加価値の産業を生み出す
努力が必要ではないか。」と講演を終えた。
　開催にあたり、福島県知事 内堀雅雄様、
田村市長 冨塚宥 様、三春町長 鈴木義孝様、
小野町長 大和田昭様にご臨席を賜り、ご来賓
を代表し、内堀県知事、大和田小野町長にご
祝辞を頂戴し、講演会に花を添えていただ
いた。

　１０月１６日、第６回目となるゴルフコンペを郡山ゴルフ倶楽部
において開催し、２４名が参加した。当日は絶好のゴルフ日和
で、プレーを通じ会員相互の親睦を深めた。成績は次の通り。
（敬称略）
優　勝 ＝ 矢部祥子（㈱財経戦略研究所）
準優勝 ＝ 芝　明彦（郡山ビューホテル㈱）
第３位 ＝ 別府一男（岩通東北㈱）

ゴ

会員親睦ゴルフコンペ開催会員親睦ゴルフコンペ開催

田村支部、三春支部、小野支部合同講演会
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